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平成３０年度答申第１８号 

平成３０年６月２６日 

 

諮問番号 平成２９年度諮問第５１号（平成３０年２月１６日諮問） 

審 査 庁 国土交通大臣 

事 件 名 道路法４７条の４第１項に基づく措置命令に関する件 

 

答  申  書 

 

 審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申

する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

１ 事案の経緯 

（１）Ａ高速道路株式会社（以下「Ａ会社」という。）が、平成２９年３月３０

日午前１１時４０分頃、高速自動車国道Ｂ自動車道下り線Ｃ本線料金所にお

いて、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）所有のトラクタ（自動

車登録番号（以下「登録番号」という。）「ａ」）及びトレーラ（登録番号

「ｂ」。以下、上記トラクタと合わせて「本件車両」という。）の総重量を

計測した結果、車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）による最高限度３

０トンを超える重量３３．４００トンであった。 

（２）Ａ会社は、本件車両の運転手（以下「本件運転手」という。）に対し、道

路法（昭和２７年法律第１８０号）４７条の２第５項による許可証の提示を

求めたが、本件運転手から本件車両の登録番号が記載された許可証の提示は

得られなかった。 

（３）そこで、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「処分庁」

という。）は、本件車両について、道路整備特別措置法（昭和３１年法律第
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７号。以下「特措法」という。）８条１項２８号の規定により道路管理者に

代わって、道路法４７条の４第１項の規定に基づき、法定速度を遵守し可能

な限り低速で走行の上、Ｂ自動車道Ｄインターチェンジから流出することと

の平成２９年３月３０日付け措置命令（以下「本件処分」という。）を行っ

た。 

（４）審査請求人は、平成２９年６月２２日付けで、審査庁に対し、本件処分

の取消しを求めて審査請求をした。 

（５）審査庁は、平成３０年２月１６日、当審査会に対し、本件審査請求は棄

却すべきであるとして諮問をした。 

 以上の事案の経緯は、諮問書、審査請求書、措置命令書、弁明書、重量測定

カード及び現在事項全部証明書（審査請求人）から認められる。 

２ 関係する法令の定め 

（１）車両制限令で定める最高限度を超える車両等の通行の禁止 

道路法４７条１項は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止する

ため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さ及

び最小回転半径の最高限度は、政令（車両制限令）で定める旨を定める。 

道路法４７条２項は、車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半

径が車両制限令で定める最高限度を超えるもの（以下「特殊車両」とい

う。）は、道路を通行させてはならない旨を定める。 

道路法４７条３項は、道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の

危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道

路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが

構造計算その他の計算又は試験によって安全であると認められる限度を超

えるものの通行を禁止し、又は制限することができる旨を定める。 

（２）特殊車両の通行許可 

道路法４７条の２第１項は、道路管理者は、車両の構造又は車両に積載

する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、道路法４７条２

項の規定又は同条３項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該

車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等に

ついて、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件

を付して、車両制限令で定める最高限度又は同項に規定する限度を超える

車両の通行を許可すること（以下、これを「通行許可」という。）ができ

る旨を定める。 
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道路法４７条の２第５項は、道路管理者は、通行許可をしたときは、許

可証を交付しなければならない旨を定める。 

道路法４７条の２第６項は、許可証の交付を受けた者は、当該通行許可

に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けておかなければならない

旨を定める。 

（３）車両の通行に関する措置命令 

道路法４７条の４第１項は、道路管理者は、同法４７条２項の規定に違

反し、又は特殊車両の通行に関して同法４７条の２第１項の規定により付

した条件に違反して通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総

重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通

の危険防止のための必要な措置をすることを命ずること（以下、この命令

を「措置命令」という。）ができる旨を定める。 

特措法８条１項２８号は、処分庁は、高速道路の道路管理者に代わって、

措置命令を行うものとする旨を定める。 

（４）バン型のセミトレーラ連結車の総重量の最高限度 

車両制限令３条２項は、バン型のセミトレーラ連結車（本件車両はこれに

該当する。）の総重量の最高限度は、高速自動車国道を通行するものにあっ

ては３６トン以下、その他の道路を通行するものにあっては２７トン以下で、

車両の軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土

交通省令で定める値とする旨を定める。 

車両の通行の許可の手続等を定める省令（昭和３６年建設省令第２８号）

１条の２は、高速自動車国道を通行するバン型のセミトレーラ連結車の総重

量の最高限度は、最遠軸距１２メートル以上１３メートル未満のもの（本件

車両はこれに該当する。）は３０トンとする旨を定める。 

３ 審査請求人の主張の要旨 

（１）本件運転手は取締検査を受けたときに許可証を提示したが、本件車両の登

録番号が許可証に記載されていないとして、道路法４７条２項違反（車両制

限令違反）で許可証無しとされた。しかし、本件車両は、平成２９年１月１

８日に納車され、同月２６日午前９時５７分４８秒に通行許可の申請を行い、

通行許可されるまでの間は、当該通行許可の申請書の写し（以下「本件申請

書の写し」という。）を携帯させる取扱いとしていたもので、本件処分が行

われた平成２９年３月３０日時点では通行許可は行われていなかったもので

ある。本件車両が道路法４７条２項に違反しているか否かは本件申請書の写
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しをみればすぐに分かるはずであり、許可証無し（無許可）と判定したのは

違法であり、本件処分は不当である。 

（２）本件処分により、ＥＴＣコーポレートカードの違反点数が加算され審査

請求人の高速道路の通行料金割引がなくなるとともに、ＥＴＣコーポレー

トカードの利用に係る事業協同組合の他組合員にまで割引がなくなり、そ

の割引相当額を審査請求人が負担することとなる。 

このことに照らしても、本件処分は違法というべきである。 

（３）以上の点から、本件処分の取消し及び違反点数の削除を求める。 

第２ 審査庁の諮問に係る判断 

審査庁の諮問に係る判断は、審理員の意見と異ならないとしているところ、

審理員の意見の概要は以下のとおりである。 

１ 審査請求の利益について 

本件処分は、処分時点で措置命令の内容は実施済みであることから、審査請

求人は、本件処分の取消しにより直接的に回復する法律上の利益を有する者と

はいえないが、道路管理者は常習違反者に対して許可取消しの処分を行うこと

を公表しており、措置命令を受けた回数がこれに影響することは明らかである

ことから、審査請求人は本件処分の取消しによる法律上の利益を有するといえ

る。 

２ 本件処分の適法性及び妥当性について 

（１）車両制限令で定める最高限度を超える本件車両が通行を許されるためには、

道路管理者による所定の審査を経て通行許可を受ける必要があるが、通行許

可の申請中の車両では適法な審査手続を経た許可車両とは認められず、審査

請求人の「本件車両が違反車両であるかは申請書をみれば明らかである」と

の主張は採用できない。 

（２）なお、審査請求人は、本件処分により、ＥＴＣコーポレートカードの違

反点数の加算や割引停止措置等を受けたことから、本件処分は違法又は不

当である旨主張するが、当該割引停止措置等の不利益は、高速道路会社と

審査請求人との契約約款を根拠として反射的に生じるものにすぎないため、

本件処分の審理を左右するものではない。 

（３）よって、本件審査請求には理由がないため、棄却されるべきである。 

第３ 調査審議の経緯 

当審査会は、平成３０年２月１６日、審査庁から諮問を受けた。その後、当

審査会は、同年３月１３日、同年６月１４日及び同月２２日の計３回の調査審
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議を行った。 

また、審査庁から平成３０年３月１２日付け及び同年４月２３日付けで補充

の諮問説明書及び資料の提出を受けた。 

第４ 当審査会の判断 

 １ 審理員の審理手続について 

（１）審理員の指名 

審査庁は、平成２９年９月２６日、本件審査請求の審理手続を担当する審

理員として道路局道路交通管理課企画専門官であるＰを指名し、同日付けで

その旨を審査請求人及び処分庁に通知した。 

（２）審理手続 

ア 審理員は、平成２９年１０月２日、処分庁に対し、審査請求書の副本を

送付するとともに、同月２４日までに弁明書を提出するよう求めた。 

イ 処分庁は、平成２９年１０月２４日付けで、審理員に対し、弁明書及び

関係資料を提出した。 

ウ 審理員は、平成２９年１０月３０日付けで、審査請求人に対し、弁明書

の副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には同年１１月２７日

までに提出するよう求めた。 

エ 審理員は、平成２９年１２月４日付けで審査請求人に対し、反論書の提

出の催告をし、提出期限を同月１８日までに再設定した。 

オ 審理員は、平成３０年２月７日、審理関係人に対し、審理を終結した旨

並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時期が同月１５

日である旨通知した。 

カ 審理員は、平成３０年２月１５日付けで、審査庁に対し、審理員意見書

及び事件記録を提出した。 

   以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点はう

かがわれない。 

２ 審査請求の利益について 

本件処分は、その場で完了するものではあるものの、審理員が指摘し、審

査庁が認めているとおり、特措法８条１項２８号により高速道路の道路管理

者に代わって措置命令を行うものとされている処分庁が定めた「道路法第４

７条の４に係る行政処分等の基準について」（平成２７年３月２３日付け理

事長決定）には、特殊車両の通行許可の取消しの基準として、通行許可に付

された条件違反などが常習的に行われた場合が掲げられており、本件処分に
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係る違反も違反の常習性を判断するに当たり考慮されることが十分見込まれ

る。 

そして、上記第１の３（１）において審査請求人が平成２９年１月２６日

に通行許可を申請した旨の主張に係る許可証（平成２９年６月２１日付け番

号ｃ。有効期限は同日から平成３１年６月２０日まで。以下「本件許可証」

という。）により、審査請求人が、トラクタ５台及びトレーラ１０台を一括

して通行許可を受けていることが認められることをも考慮すれば、審査請求

人は、本件処分に対する審査請求によりその取消しを求めることにつき法律

上の利益を有すると認めるのが相当である。 

３ 本件処分の適法性及び妥当性について 

（１）道路法は、車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が車両制

限令で定める最高限度を超えるもの（特殊車両）は、道路を通行させては

ならない旨を定める（４７条２項）一方、道路管理者は、４７条２項の規

定による禁止にかかわらず、特殊車両の通行許可をすることができ（４７

条の２第１項）、また、４７条２項の規定に違反し、又は特殊車両の通行

許可に付した条件に違反して通行させている者に対し、当該車両の通行の

中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全

又は交通の危険防止のための措置命令を行うことができる旨を定めている

（４７条の４第１項）。  

   そして、これらの規定において、車両の通行の中止などの個々の措置命令

についてこれを命ずる要件を特に定めておらず、また、これらの規定ぶりに

鑑みれば、措置命令は、道路管理者及び措置命令を代行する処分庁の道路の

維持、修繕、交通の安全の確保などの道路の管理に関する知見を踏まえた合

理的な裁量に委ねられているというべきであり、その処分の前提となる事実

の基礎を欠くなど裁量権の濫用やその範囲を逸脱したものであった場合は違

法となり、また、道路の構造の保全及び交通の危険の防止にとって適切なも

のではないなど裁量権の行使が不適切である場合は不当となるものと解する

ことが相当である。 

（２）次の事実は、審査関係人に争いがないか、関係資料により認められるも

のである。 

ア 審査請求人は、平成２９年１月２６日付けで、本件車両の通行許可の

申請をした。 

イ 処分庁は、平成２９年３月３０日午前１１時４０分頃、Ｂ自動車道下
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り線Ｃ本線料金所における取締検査において、本件車両が、車両制限令

による総重量の最高限度３０トンを超える３３．４００トンであったた

め、本件運転手に対して許可証の提示を求めたのに対し、本件運転手か

ら本件車両の登録番号が記載された許可証は提示されなかったことから、

道路法４７条２項違反（車両制限令違反）であるとして、本件処分をし

た。 

ウ Ｅ地方整備局長は、平成２９年６月２１日付けで、有効期間を同日か

ら平成３１年６月２０日までとして通行許可を行い、審査請求人に対し

本件許可証を交付した。 

（３）上記認定のとおり、本件車両の総重量は、車両制限令による総重量の最

高限度３０トンを超える３３．４００トンであったところ、本件運転手は、

取締者から、通行許可に係る許可証の提示を求められたのに対し、本件車

両の登録番号が記載され、かつ、総重量３３．４００トン以上の特殊車両

の通行を認める有効な許可証を提示することができなかったものである。

そうすると、取締現場において、上記の有効な許可証が提示されなかった

以上、処分庁が道路法４７条２項の規定に違反して特殊車両を通行させて

いる者として同法４７条の４第１項に基づく措置命令を発出することはや

むを得ないものと認められる。 

（４）上記（１）のとおり、道路法４７条の４第１項に基づく措置命令に関し

ては、道路管理者等の道路の維持、修繕、交通の安全の確保などの道路の

管理に関する知見を踏まえた合理的な裁量に委ねられているものと解すべ

きであるところ、本件処分は、法定速度を遵守し可能な限り低速で走行の

上、Ｂ自動車道Ｄインターチェンジから流出することを内容とするもので

あって、その違反の内容、程度に照らして、これが処分庁の裁量権の逸脱、

濫用によるものであったとか、その裁量権の行使が不適切であったなどと

は認められない。 

（５）なお、審査請求人は、本件車両が道路法４７条２項に違反しているか否

かは本件申請書の写しをみればすぐに分かるはずであると主張していると

ころ、本件申請書の写しを取締者に提示したかについても処分庁との間に

争いがあるが、そもそも、通行許可の申請を行ったのみで通行許可を得る

ことなく特殊車両を通行させた者は、道路法４７条２項に規定する通行禁

止の原則に違反するものであることは明白であり、審査請求人の主張はお

よそ独自の見解というほかはなく、採用することができない。 
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（６）ところで、審査請求人は、本件処分によりＥＴＣコーポレートカードの

違反点数が加算され高速道路の通行料金割引がなくなること等を指摘して、

本件処分が違法又は不当である旨主張しており、これは処分庁の上記裁量

権の行使の違法又は不当をいうものと解される。 

しかし、審査請求人の指摘する上記事情（不利益）は、本件処分自体に

よるものではなく、Ａ会社を含む高速道路株式会社がＥＴＣの利用を前提

とした大口・多頻度割引制度のために発行する「ＥＴＣコーポレートカー

ド」の利用約款において、高速道路株式会社が管理する道路において車両

制限令に違反した場合に点数を付され、これが一定の累積点数に達したと

きは、当該カードの一部について割引を停止する旨規定されていることに

より生じるものとみるほかはなく、これによって本件処分の適法性又は妥

当性が左右されるものとは解されない。したがって、審査請求人の上記主

張は採用することができない。 

４ 結論 

   したがって、本件処分に違法又は不当な点はなく、本件審査請求は棄却すべ

きである旨の諮問に係る判断は妥当である。 

   よって、結論記載のとおり答申する。 
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